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議案第１号 

 

五島市手数料条例の一部改正について 

五島市手数料条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和６年２月２日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市手数料条例の一部を改正する条例 

五島市手数料条例（平成１６年五島市条例第７９号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第６号ア中「に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」を

「の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書」に改め、同号ウを次のように改める。 

  ウ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（戸籍電子証明書提供用識別符号の

発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証

明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書

の請求を行う場合における当該発行を除く。） 戸籍電子証明書提供用識別

符号１件につき４００円 

第２条第６号エ中「に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」を

「の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書」に改め、同号キ中「受理した書類」

の次に「又は届書等情報の内容を表示したもの」を加え、「書類１件」を「１件」

に改め、同号キを同号クとし、同号カ中「又は届書」を「、届書」に改め、「事項

の証明書」の次に「又は届書等情報の内容の証明書」を加え、同号カを同号キとし、

同号オの次に次にように加える。 

カ 除籍電子証明書提供用識別符号の発行（除籍電子証明書提供用識別符号の

発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証

明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除

籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。） 除籍電子証明書提

供用識別符号１件につき７００円 

別表第７第２項中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」に、

「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９０，０００

円」を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「２，３６０，
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０００円」に、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００円」に、「４，５

５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」を

「７，２４０，０００円」に、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００

円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年３月１日から施行する。ただし、別表第７の改正規定及

び次項の規定は、同年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第７の規定は、同表の改正規定の施行の日以後になされる申請に

係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、な

お従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）の一部改

正等に伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等に係る手数料を新たに定める

ほか、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所の設

置の許可に係る手数料の額を改めるなど、所要の規定の整備を行う必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。 
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